
かつらぎ町 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
 

 計画の基本的事項 

かつらぎ町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）とは？ 

 本計画は、かつらぎ町全域から排出される温室効果ガスの削減を目的とした計画です。 

対象となる温室効果ガスは、国内の温室効果ガスの約 91％を占める二酸化炭素（CO２）としており、計画

期間は 2023 年度（令和 5 年度）から 2030年度（令和 12 年度）までの 8 年間です。 

 

 計画策定の背景 

地球温暖化とは・・・ 

 大気中の二酸化炭素をはじめとした「温室効果ガス」によって、地表から熱が逃げすぎないようになって

います。しかし、この温室効果ガスが増えすぎてしまうと、地球全体の平均気温が上昇したり、気候が変化

したりします。これを「地球温暖化」と呼びます。 

地球温暖化が続くと・・・ 

 現状のまま、温暖化が続いた場合、今世紀末には大阪の真夏日は 140日を超え、実に 1年の 4 割近くが

真夏日となってしまいます。また、他にも海面の上昇による砂浜の消失や、生態系への影響に伴う食糧不足

も懸念されます。 

地球温暖化を止めよう！ 

 地球温暖化を止めるには、温室効果ガスの排出量を減少させる 緩和 とともに、すでに起こりつつある

影響への 適応 （対策）の二本柱での対応が大切になってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(https://www.jccca.org/)より） 

https://www.jccca.org/
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 温室効果ガスの削減目標 

2030年度における温室効果ガス排出量を２０１３年度比で 46％削減します。 

 ＜削減目標実現のための主な取り組み＞ 

    ・太陽光や木質バイオマスをはじめとした再生可能エネルギーの導入 

    ・省エネ型家電や省エネ設備の購入 

    ・新改築時の高断熱・高気密住宅（ZEH）や高断熱・高気密ビル（ZEB）の導入 

     ・電気自動車（EV）をはじめとした次世代自動車への転換 

     ・ごみ分別の徹底による焼却量の削減  など 

・環境関連団体などが開催するセミナーや講演会などへの参加（意識の向上） 

・省エネ診断の活用 

・熱中症の予防（適切な水分の補給、帽子の着用 など） 

・地球温暖化防止に関する情報の発信  など 

 

気候変動を抑えるためには、 緩和  が最も必要かつ重要な対策となります。しかし、緩和の効果が表れる

までは長い時間がかかるため、過去に排出された温室効果ガスの蓄積による影響は避けることができませ

ん。そのため、起こりつつある悪影響を最小限に抑えるための 適応 が不可欠となってきます。 

 

 計画の推進体制 

 この計画は、住民・事業者と町との連携・協力により進めていきます。そのため、次のとおり推進体制を

整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

【かつらぎ町環境保全審議会とは・・・】 

 かつらぎ町環境保全審議会は、自治区長会・公共的団体・識見を有する者など、住民・事業者を代表する

10 名以内の委員で構成されており、地球温暖化対策実行計画の策定のほか、一般廃棄物の処理に関する計画

の策定等の審議を行っています。 
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